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労働者 負担

負担者

事業の種類

１５.５/1000９.５/１000６/1000一般の事業

１３.５/1000８.５/1000５/1000（令和４年１０月～）

１７.５/1000１０.５/1000７/1000
農林水産・
清酒製造の事業

1５．５/1000９.５/1000６/1000（令和４年１０月～）

１８.５/1000１１.５/1000７/1000建設の事業

1６.５/1000１０.５/1000６/１000（令和４年１０月～）

令和５年度の雇用保険料率をお知らせします

令和５年３月分（４月納付分）の
社会保険料（健康保険）も改定となります。
また、中小企業の月６０時間以上の時間外の
割増率も４月より５０％となります。

本FAXは顧客の皆様と過去に名刺交換頂きました方へ送信しております。不要の方はその旨をご連絡ください。


